
   

基本構想策定地区／８地区（重点整備地区） 

 

❶川崎駅周辺地区（平成 16年 12月、平成 27年 12月改定） 

❷武蔵小杉駅周辺地区（平成 17年 3月、平成 30年 3月改定） 

❸溝口駅周辺地区（平成 16年 12月、平成 29年 3月改定） 

❹新百合ヶ丘駅周辺地区（平成 18年 3月、平成 27年 3月改定） 

❺新川崎・鹿島田駅周辺地区（平成 21年 3月、令和 5年 6月改定） 

❻武蔵中原・武蔵新城駅周辺地区（平成 19年 11月） 

❼宮前平・鷺沼駅周辺地区（平成 21年 3月） 

❽登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区（平成 20年 2月） 

 

※❶～❽：基本構想策定地区 

※⑨～⑲：推進構想対象地区 

※❶～⑲は、図示番号であり、優先順位を示す 

ものではない 

※（ ）内は策定年月 

※鶴見線各駅については、臨港地区内であり、 

周辺に目的施設がないことから、構想の対象 

とはしないものとする 

推進構想対象地区／１１地区（バリアフリー推進地区） 
 

⑨元住吉駅周辺地区（平成 22年 3月） 

⑩高津・二子新地駅周辺地区（平成 22年 3月） 

⑪京急大師線沿線地区（平成 25年 3月） 

⑫JR南武支線沿線地区（平成 24年 3月） 

⑬平間・向河原・武蔵小杉新駅周辺地区（平成 23年 3月） 

⑭梶が谷・宮崎台駅周辺地区（平成 23年 3月） 

⑮津田山・久地・宿河原駅周辺地区（平成 26年 3月） 

⑯中野島・稲田堤駅周辺地区（平成 26年 3月） 

⑰生田・読売ランド前・百合ヶ丘駅周辺地区（平成 23年 3月） 

⑱柿生駅周辺地区（平成 25年 3月） 

⑲小田急多摩線沿線地区（平成 24年 3月） 


